
議
案
第
八
十
号

中
央
区
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
し
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
十
七
日

提
出
者

中
央
区
長

山

本

泰

人

中
央
区
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

中
央
区
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
（
平
成
五
年
七
月
中
央
区
条
例
第
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
十
一
の
表
Ａ
地
区
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

Ａ
Ａ
－
１

建
築
し
て
は
な
ら
な

１
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第

地
街
区

い
建
築
物

６
項
各
号
に
掲
げ
る
営
業
の
用
に
供
す
る
建
築
物

区
２

地
上
１
階
で
道
路
に
接
す
る
部
分
を
主
に
次
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の

用
途
に
供
す
る
建
築
物

た
だ
し

土
地
の
利
用
状
況
等
に
よ
り
や
む
を

。
、

得
な
い
も
の
に
つ
い
て
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

（１

）店
舗

展
示
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

、

（２

）資
産
運
用
会
社
等
の
設
立
及
び
発
展
を
支
援
す
る
た
め
の
拠
点
施
設

（３

）投
資
家
及
び
企
業
に
よ
る
交
流
を
促
進
す
る
た
め
の
拠
点
施
設

（４

）地
域
住
民

就
業
者
等
に
よ
る
交
流
を
図
る
た
め
の
拠
点
施
設

、



３
住
戸
を
１
０
戸
以
上
有
す
る
共
同
住
宅
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
建
築
物

、

（１

）定
住
型
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が

住
宅
用
途
床
面
積
の
合
計
の
３

、

分
の
１
未
満
の
も
の

（２

）定
住
型
住
宅
以
外
の
住
戸
の
全
て
に
お
い
て

そ
れ
ぞ
れ
の
住
戸
の

、

専
用
部
分
の
床
面
積
が
２
５
平
方
メ

ト
ル
未
満
の
住
戸
を
有
す
る
も

ー

の

建
築
物
の
容
積
率
の

最
高
限
度

建
築
物
の
容
積
率
の

１
０
分
の
６
０

最
低
限
度

建
築
物
の
建
蔽
率
の

１
０
分
の
８

最
高
限
度

建
築
物
の
敷
地
面
積

３
０
０
０
平
方
メ

ト
ル

，
ー

の
最
低
限
度

建
築
物
の
建
築
面
積

１
０
０
０
平
方
メ

ト
ル

，
ー



の
最
低
限
度

壁
面
の
位
置

計
画
図
に
示
す
壁
面
線
の
位
置
の
数
値

た
だ
し

歩
行
者
の
安
全
性
又
は

。
、

周
辺
の
環
境
に
配
慮
し
た
建
築
物
の
う
ち

歩
行
者
の
安
全
性
及
び
快
適
性

、

を
確
保
す
る
た
め
に
設
け
る
ひ
さ
し
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
は

こ
の

、

限
り
で
な
い
。

建
築
物
の
高
さ
の
最

９
０
メ

ト
ル

ー

高
限
度

建
築
物
の
高
さ
の
最

低
限
度

建
築
す
る
こ
と
が
で

き
る
建
築
物
の
形
態

又
は
意
匠

垣
又
は
柵
の
構
造
の

制
限



建
築
物
の
建
築
の
限

界

Ａ
－
２

建
築
し
て
は
な
ら
な

１
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第

街
区

い
建
築
物

６
項
各
号
に
掲
げ
る
営
業
の
用
に
供
す
る
建
築
物

２
地
上
１
階
で
道
路
に
接
す
る
部
分
を
主
に
次
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の

用
途
に
供
す
る
建
築
物

た
だ
し

土
地
の
利
用
状
況
等
に
よ
り
や
む
を

。
、

得
な
い
も
の
に
つ
い
て
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

（１

）店
舗

展
示
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

、

（２

）資
産
運
用
会
社
等
の
設
立
及
び
発
展
を
支
援
す
る
た
め
の
拠
点
施
設

（３

）投
資
家
及
び
企
業
に
よ
る
交
流
を
促
進
す
る
た
め
の
拠
点
施
設

（４

）地
域
住
民

就
業
者
等
に
よ
る
交
流
を
図
る
た
め
の
拠
点
施
設

、

３
住
戸
を
１
０
戸
以
上
有
す
る
共
同
住
宅
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
建
築
物

、

（１

）定
住
型
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が

住
宅
用
途
床
面
積
の
合
計
の
３

、

分
の
１
未
満
の
も
の

（２

）定
住
型
住
宅
以
外
の
住
戸
の
全
て
に
お
い
て

そ
れ
ぞ
れ
の
住
戸
の

、

専
用
部
分
の
床
面
積
が
２
５
平
方
メ

ト
ル
未
満
の
住
戸
を
有
す
る
も

ー

の

建
築
物
の
容
積
率
の



最
高
限
度

建
築
物
の
容
積
率
の

１
０
分
の
６
０

（法
第
８
６
条
第
１
項
又
は
第
２
項
に
規
定
す
る
認
定
に
係

最
低
限
度

る
公
告
対
象
区
域

（以
下

「公
告
対
象
区
域

」と
い
う

）に
あ
っ
て
は

。
、

当
該
区
域
を
一
の
敷
地
と
み
な
し
て
適
用
す
る

）

。

建
築
物
の
建
蔽
率
の

１
０
分
の
８

（公
告
対
象
区
域
に
あ
っ
て
は

当
該
区
域
を
一
の
敷
地
と
み

、

最
高
限
度

な
し
て
適
用
す
る

）

。

建
築
物
の
敷
地
面
積

３
０
０
０
平
方
メ

ト
ル

（公
告
対
象
区
域
に
あ
っ
て
は

当
該
区
域
を

，
ー

、

の
最
低
限
度

一
の
敷
地
と
み
な
し
て
適
用
す
る

）

。

建
築
物
の
建
築
面
積

１
０
０
０
平
方
メ

ト
ル

（公
告
対
象
区
域
に
あ
っ
て
は

当
該
区
域
を

，
ー

、

の
最
低
限
度

一
の
敷
地
と
み
な
し
て
適
用
す
る

）

。

壁
面
の
位
置

計
画
図
に
示
す
壁
面
線
の
位
置
の
数
値

た
だ
し

歩
行
者
の
安
全
性
又
は

。
、

周
辺
の
環
境
に
配
慮
し
た
建
築
物
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て

、

は
こ
の
限
り
で
な
い

、
。

１
歩
行
者
の
安
全
性
及
び
快
適
性
を
確
保
す
る
た
め
に
設
け
る
ひ
さ
し
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の



２
地
域
の
資
源
を
活
か
し
た
特
徴
あ
る
街
並
み
の
形
成
に
寄
与
す
る
た
め

に
設
け
る
門

塀
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

、

建
築
物
の
高
さ
の
最

高
層
部
に
あ
っ
て
は
１
４
０
メ

ト
ル

低
層
部
に
あ
っ
て
は
４
２
メ

ト
ー

、
ー

高
限
度

ル

建
築
物
の
高
さ
の
最

低
限
度

建
築
す
る
こ
と
が
で

き
る
建
築
物
の
形
態

又
は
意
匠

垣
又
は
柵
の
構
造
の

制
限

建
築
物
の
建
築
の
限

界

別
表
第
二
の
十
六
の
表
第
三
地
区
の
部
Ｈ
街
区
の
款
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
の
項
中
「法

第
８
６
条
第
１
項
又
は



第
２
項
に
規
定
す
る
認
定
に
係
る
公
告
対
象
区
域

（以
下

「公
告
対
象
区
域

」と
い
う

）
」
を
「公

告
対
象
区
域

」
に
改

。
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
説

明
）

東
京
都
市
計
画
日
本
橋
兜
町
・
茅
場
町
一
丁
目
地
区
地
区
計
画
の
区
域
内
に
新
た
な
地
区
整
備
計
画
が
追
加
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
当
該
地
区
整
備
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
用
途
、
構
造
及
び
敷
地
に
関
す
る
制
限
を
定
め
る

ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
し
ま
す
。


